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1. はじめに 

 近年、パーソナルデータを有効に活用して、よ

りきめ細かいサービスを開発する動きが高まって

いる。しかし、現状のサービスの多くには、パー

ソナルデータの管理が事業者主体で、ユーザーか

ら見て利用実態が不明確であるという不安や、事

業者が異なるごとにパーソナルデータの登録や更

新作業が必要となる不便さが生じているという課

題がある。その結果、このようなサービスの利用

に抵抗感を持つユーザーも多く、パーソナルデー

タの利活用は十分に進んでいない。 

これらの課題を解決する方法として、パーソナル

データを事業者ではなく、ユーザー所有のデータと

して、流通および利活用する仕組みが注目されてい

る[1]。このような仕組みを用いると、パーソナルデ

ータを参照するサービスに対してユーザーが感じる

不安や不便さを解消できることが期待されている。

さらに、ユーザーの意思で様々な事業者のサービス

と、より柔軟に連携可能になることで、新しいサー

ビスも生まれやすくなる可能性がある。 

 また、我々は複数のサービスで活用できるパー

ソナルデータとして、テレビ番組の視聴履歴デー

タに注目している。テレビ番組には人々の購買や

観光など、様々な生活行動に影響を与えられる情

報を多く持つだけでなく、視聴番組とユーザーの

興味の対象に相関関係があることも期待できる。

そのため、視聴履歴データは、放送局以外の事業

者のサービスにとっても、有意義な情報を含んで

いる可能性が高い。 

 そこで今回、各事業者のサービスによって蓄

積される視聴履歴データと行動履歴データを、

ユーザー主導の管理の下で他の事業者へ提供し、

事業者がユーザーに有益な情報を提供するサー

ビスを構築するためのシステムモデルを検討し

たので報告する。 

 

2. 関連研究 

2.1 ユーザー主導によるパーソナルデータの管理 

パーソナルデータをユーザー主導で管理、活用

させる研究の分野では、電子レシートを対象に、

ユーザー自身の購買履歴を収集、管理、閲覧する 

 

仕組みの実験的運用が報告されている[2]。また、

橋田[3]は、介護記録などのヘルスケアデータを

対象に、パーソナルデータを個人が管理し、他者

と共有する仕組みとして Personal Life Repositoryを

開発し、ユーザーと医療機関などがパーソナルデ

ータを共有する取り組みを進めている。 
 

2.2 行動連携技術 

テレビ番組が持つ情報の活用として、山村[4]は、

放送通信連携システム“ハイブリッドキャスト”

を使い、ユーザーが視聴したテレビ番組が持つ情

報を、テレビ受信機の前だけでなく、生活の様々

な行動や場面に応じてモバイル端末に提示する

「行動連携技術」の開発に取り組んできた。行動

連携技術は、テレビ視聴とその他の生活行動をつ

なぐ 2 種類の動線を形成するサービスを実現させる

(図 1)。1 つ目の動線は、テレビ番組の視聴行動を

起点に、視聴した番組内容と関連した行動を生活

の中で誘発させる。例えば、乗車しているときに、

視聴履歴に基づく観光スポットをカーナビが提示

し、想定していなかった立ち寄り行動を促す。も

う 1 つの動線は、生活行動を起点に、テレビ番組の

視聴行動へとつなぐ動線である。 

 

3.  ユーザー主導によるパーソナルデータ 

管理を用いた番組関連データ利活用モデル 

これまで検討されてきた行動連携技術のシス

テムモデルは、特定の事業者が視聴履歴データ

と行動履歴データを管理し、各サービスで活用

するシステムモデルである。 

 そのため、これらのパーソナルデータをユーザ

ー管理の下、事業者を横断して利活用するサービ

スを提供できる仕組みは含まれていない。  

テレビ（番組）視聴 生活行動 

生活行動を起点に番組と出会う 

テレビでやっていた場所だ！ 
行ってみよう 

テレビ視聴を起点に生活を豊かに 

VOD視聴 視聴予約 

通知 

例：モネの生涯を描いた 

ドキュメンタリーが放送されます 
 図 1 行動連携技術が結ぶ動線 
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そこで、異なる事業者のサービス利用によって、

それぞれ視聴履歴データと行動履歴データが蓄積

される場合でも、ユーザー主導の管理の下で他の

事業者サービスが各履歴データを参照可能とし、

ユーザーに有益な情報を提供するサービスを実現

するシステムの機能要件を整理した。以下に、そ

の内容を記す。 
 

3.1 システムの機能要件 

- 要件 1. パーソナルデータの取得機能 

パーソナルデータである視聴履歴データまたは

行動履歴データを取得できること。 
 

- 要件 2. ユーザー主導によるデータ管理機能 

パーソナルデータの蓄積、読み出し、提供な

どの処理が、ユーザーの許可や同意に基づいて

実行できること。 
 

- 要件 3. パーソナルデータの要求機能 

他サービスに対して、必要なパーソナルデー

タを要求できること。 
 

- 要件 4. 番組関連情報の提示機能 

視聴履歴データと行動履歴データに基づいて、 

ユーザーに有益な番組関連データを提示できること。 
 

3.2行動連携技術に適用した試作システムの検討 

3.1 で示した要件を、行動連携技術モデルに適

用し、試作システムを検討した。図 2に試作シス

テムの構成を示す。 

サービス A は、事業者 Aが提供するサービスで

あり、視聴履歴データを蓄積できる。また、サー

ビス Bは、事業者 Aと異なる事業者 Bが提供し、

行動履歴データを蓄積できる。 

サービスBが、ユーザーの視聴履歴データと行

動履歴データから番組関連データを提示する場

合を例に挙げ、試作システムの処理の流れを以

下に記す。まず、各サービスの使用に伴い、視

聴履歴データまたは行動履歴データが取得され

ていく(要件 1)。ユーザーがデータ管理部で蓄積

を許可した履歴データは、各保存領域に蓄積さ

れる(要件 2)。サービス B が視聴履歴データを使

用したい場合は、サービスAのデータ管理部に視

聴履歴データを要求する(要件 3)。サービス A の

データ管理部は、サービスBの要求に対して、ユ

ーザーの同意を確認する(要件 2)。ユーザーが同

意を示した場合は、蓄積された視聴履歴データ

をサービスBに提供する。サービスBは取得した

行動履歴データと視聴履歴データから、ユーザ

ーに有益な番組関連データを抽出し、ユーザー

に提示する(要件 4)。 

 
3.3 試作システムの検証  

検討した試作システムのサービス例として、運

転中のユーザー位置に応じて、番組と関連した観

光スポットを提示する自動車向け連携サービスを

作成した。提示される観光スポットを、視聴履歴

に基づく場所で選別することで、利用者の満足度

を向上できる。本サービスは、従来の研究で、そ

の利便性が検証されている[5]。サービス A を放送

事業者、サービス B をカーナビアプリ開発事業者

が提供すると仮定し、試作システムでユーザー主導

によるパーソナルデータ管理の有効性を確認した。 

一方、試作システムにおいて、事業者が多数とな

った場合に、ユーザーがパーソナルデータを要求し

てきた事業者の信頼性を簡単に確認する仕組みが必

要になることがわかった。 
 

4. まとめ 

異なるサービスで蓄積される視聴履歴データと

行動履歴データを、ユーザー主導で連携させ、ユ

ーザーに有益な番組関連データを提供するサービ

スの機能要件を検討し、試作システムを作成した。

今後は、本システムの機能を実サービスに適用で

きるよう、検討を進めていく。 
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図 2 試作システム構成図 
サービス A(事業者 A提供) 

 

視聴履歴データ 

保存領域 

 

要件 1 

視聴履歴 

取得機能 

要件 2 要件 3 

サービス B(事業者 B提供) 
 

データ提供 

番組関連データ 

提示部 

視聴履歴 

＋行動履歴 

データ管理部 

データ要求 

読出し 蓄積 

 

行動履歴データ 

保存領域 

行動履歴 

取得機能 

番組関連データ 

提示部 

視聴履歴 

＋行動履歴 

データ管理部 

蓄積 読出し 

要件 4 要件 4 

要件 1 

要件 2 要件 3 

Copyright     2018 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.3-76

情報処理学会第80回全国大会


